
議

案

第

六

十

九

号

杉

並

区

長

等

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

二

十

一

年

十

一

月

三

十

日提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

長

等

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

第

一

条

杉

並

区

長

等

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

二

年

杉

並

区

条

例

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

中

「

百

分

の

三

十

、

六

月

」

を

「

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

」

に

改

め

、

「

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

五

」

を

削

る

。

第

二

条

杉

並

区

長

等

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

中

「

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

」

を

「

百

分

の

二

十

五

、

六

月

」

に

、

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

六

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

七

十

二

」

に

改

め

る

。

第

三

条

杉

並

区

教

育

委

員

会

教

育

長

の

給

与

、

勤

務

時

間

そ

の

他

の

勤

務

条

件

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

四

年

杉

並

区

条

例

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

八

条

中

「

百

分

の

三

十

、

六

月

」

を

「

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

」

に

改

め

、

「

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

五

」

を

削

る

。



第

四

条

杉

並

区

教

育

委

員

会

教

育

長

の

給

与

、

勤

務

時

間

そ

の

他

の

勤

務

条

件

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

八

条

中

「

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

」

を

「

百

分

の

二

十

五

、

六

月

」

に

、

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

六

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

七

十

二

」

に

改

め

る

。

第

五

条

杉

並

区

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

三

年

杉

並

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

四

項

中

「

百

分

の

三

十

、

六

月

」

を

「

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

」

に

改

め

、

「

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

五

」

を

削

る

。

第

六

条

杉

並

区

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

四

項

中

「

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

」

を

「

百

分

の

二

十

五

、

六

月

」

に

、

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

六

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

七

十

二

」

に

改

め

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

二

条

、

第

四

条

及

び

第

六

条

の

規

定

は

、

平

成

二

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

区

長

等

の

期

末

手

当

を

改

定

す

る

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

長

等

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

第

一

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

長

等

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

期

末

手

当

）

（

期

末

手

当

）

第

五

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

第

五

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

分

の

三

十

、

六

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

、

十

二

月

に

支

給

を

乗

じ

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

五

を

乗

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

し

、

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

し

、

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

給

与

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

一

～

三

略

一

～

三

略

第

二

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

長

等

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

資 料 １
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（

期

末

手

当

）

（

期

末

手

当

）

第

五

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

第

五

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

二

十

五

、

六

月

に

支

給

す

る

場

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

六

十

五

、

十

二

月

に

支

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

七

十

二

を

乗

を

乗

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

員

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

し

、

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

し

、

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

一

～

三

略

一

～

三

略

第

三

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

教

育

委

員

会

教

育

長

の

給

与

、

勤

務

時

間

そ

の

他

の

勤

務

条

件

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

期

末

手

当

）

（

期

末

手

当

）

第

八

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

第

八

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合
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資 料 １

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

分

の

三

十

、

六

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

、

十

二

月

に

支

給

を

乗

じ

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

五

を

乗

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

し

、

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

し

、

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

給

与

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

一

～

三

略

一

～

三

略

第

四

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

教

育

委

員

会

教

育

長

の

給

与

、

勤

務

時

間

そ

の

他

の

勤

務

条

件

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

期

末

手

当

）

（

期

末

手

当

）

第

八

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

第

八

条

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

二

十

五

、

六

月

に

支

給

す

る

場

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

六

十

五

、

十

二

月

に

支

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十
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給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

七

十

二

を

乗

を

乗

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

員

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

し

、

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

し

、

そ

の

支

給

方

法

そ

の

他

支

給

に

関

し

て

は

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

。

一

～

三

略

一

～

三

略

第

五

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

そ

の

他

の

給

与

）

（

そ

の

他

の

給

与

）

第

四

条

略

第

四

条

略

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

計

額

４

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

三

十

、

六

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

、

十

二

月

に

支

給

す

る

を

乗

じ

て

得

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

五

を

乗

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例
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に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

一

～

三

略

一

～

三

略

５

～

８

略

５

～

８

略

第

六

条

に

よ

る

改

正

（

杉

並

区

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

新

条

例

旧

条

例

（

そ

の

他

の

給

与

）

（

そ

の

他

の

給

与

）

第

四

条

略

第

四

条

略

２

及

び

３

略

２

及

び

３

略

４

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

計

額

４

期

末

手

当

の

額

は

、

次

に

掲

げ

る

額

の

合

計

額

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

に

、

三

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

二

十

五

、

六

月

に

支

給

す

る

場

合

に

二

十

二

、

六

月

及

び

十

二

月

に

支

給

す

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

六

十

五

、

十

二

月

に

支

給

す

お

い

て

は

百

分

の

百

八

十

る

場

合

に

お

い

て

は

百

分

の

百

七

十

二

を

乗

じ

て

を

乗

じ

て

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

得

た

額

に

、

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

例

に

よ

る

支

給

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

と

す

る

。

一

～

三

略

一

～

三

略

５

～

８

略

５

～

８

略



資 料 ２ 
期末手当の改定の概要 

 
杉並区長等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

 
項 目 改 正 内 容 

 

期 末 手 当 

 

区長、副区長、教育長及び常勤監査委員の支給月数 

第１条、第３条及び第５条による改正 

区 分 現 行 平成２１年度改正 

６月期 １．８０ １．６０ 

１２月期 １．８５ １．８０ 

３月期 ０．３０ ０．２２ 

合 計 ３．９５ ３．６２ 

 

第２条、第４条及び第６条による改正 

区 分 平成２１年度改正後 平成２２年度改正 

６月期 １．６０ １．６５ 

１２月期 １．８０ １．７２ 

３月期 ０．２２ ０．２５ 

合 計 ３．６２ ３．６２ 

 

※ 平成２１年６月期については、特例措置により０．２０月分凍結

した後の支給月数である。 

 

施 行 期 日 

 

第１条、第３条及び第５条による改正は公布の日から、第２条、第

４条及び第６条による改正は平成２２年４月１日から施行する。 

 

 


